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サービスの場合に、専用回線の終端については、高速ディジタル伝送サービスの場合
に準ずるものとします。

２　前項に規定するほか、ＩＰルーティング網接続専用サービスに係る専用契約に関す
るその他の提供条件については、別記２及び３に定めるところによります。

第４節の２　ＤＳＬ等接続専用サービスに係る契約
（ＤＳＬ等接続専用サービスの種類）
第48条の２　ＤＳＬ等接続専用サービス（ＤＳＬ方式を利用した通信等を行うことが可
能な専用サービスであって、相互接続点（その専用回線の終端に対向する装置が設置
される専用サービス取扱所内等にある場合に限ります。以下この条において同じとし
ます。）と契約の申込者が指定する場所との間において提供するものをいいます。以下
同じとします。）には、次の種類があります。

種　　類 内　　　　　　　　　容

利用回線型サ
ービス

利用回線（電話サービス契約約款に規定する加入電話契約又は臨
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契約者の氏名及び住所等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同
意していただきます。

２　専用契約者は、当社が専用区間等その契約者に関する情報を、当社の委託により専



http://www.ntt-west.co.jp/tariff/html/wb03.html
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３　通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備
えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするため
のニュース又は情報（広告を除きます｡)をいいます。）を供
給することを主な目的とする通信社

16　技術資料の項目
　一般専用サービス

１　一般専用サービスに係る専用回線の概要
２　一般専用サービスに係る専用回線の基本的な伝送特性
　伝送損失
　減衰ひずみ
　雑音
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（料金等の臨時減免）
10　当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかか
わらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等
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　　　２　料金額
　　　　２－１　基本額
　　　　　２－１－１　分岐回線以外の部分
　　　　　　 　帯域品目
　　　　　　　ア　自由利用
　　　　　　　　(ア)　3.4kHzのもの
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　　　　　　　イ　目的利用
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　　第２　臨時専用契約に関するもの
基本回線専用料、分岐回線専用料、分岐料、配線設備専用料又は機械専用料

日額

る料金額の10分の１（加入田特の 期 ８ 勱機 る一返要む、∵
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２号の定めるところによります。

　回線距離測定
局の変更その他
の場合における
料金の適用

ア　回線距離測定局の変更があった場合、異経路による場合
及び復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の料金の
適用については、一般専用サービスの場合に準ずるものと
します。
イ　専用回線の終端が電話加入区域外にある場合の加算額に
ついては以下のとおりとします。
(ア)　(イ)以外のもの
　専用回線の終端が電話加入区域外（特定地域向け音声
利用ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する特定地域向
け音声利用ＩＰ通信網サービスの提供が可能な区域を除
きます。

ば専用回環梙外∵液イ【域 路∵

(イ)　
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　　　　　　　オ　384kb/sのもの
　基本回線専用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　専用回線１回線ごとに月額

料　　金　　額

距　離　区　分 右欄以外のとき その専用回線が接続専
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　　　　　　　ク　１Mb/sのもの
　基本回線専用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　専用回線１回線ごとに月額

料　　金　　額

距　離　区　分 右欄以外のとき その専用回線が接続専
用回線であるとき

15kmまでのもの 284,000円
(税込価格 312,400円)

276,000円
(税込価格 303,600円)

30　　　〃 541,000円
(税込価格 595,100円)

334,000円
(税込価格 367,400円)

40　　　〃 593,000円
(税込価格 652,300円)

363,000円
(税込価格 399,300円)

50　　　〃 630,000円
(税込価格 693,000円)

386,000円
(税込価格 424,600円)
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　　　　　２－２－５　当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
　機械専用料 月額

料　金　種　別 単　位 料金額

64kb/s（48kbit/sの符号伝送が可能なも
のを除きます。
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　　第２　臨時専用契約に関するもの
　基本回線専用料、分岐回線専用料、回線終端装置専用料、配線設備専用料又は機械専
用料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日額

その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用され
る料金額の10分の１

備考　臨時専用契約は、高速品目の専用回線による場合に限り締結します。

　第３類　削除
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　第５類　その他の専用サービスに関する専用料
　　無線専用サービスに関する専用料
　　　１　適用

区　　分 内　　　　　　　　　　容

　他社料金設定
回線の料金（基本
額）の適用

他社料金設定回線に係る基本額のうち、無線設備の部分
については、当社が定めるものとします。

　その他の料金
の適用

その他の料金の適用については、一般専用サービス珙金
淳吃めるものとします。

　　あ~料本用
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　　　２　工事費の額
　専用回線の設置、専用サービスの品目の変更、サービスクラスの変更、サ
ービスグレードの変更、専用回線の２線式と４線式の区別の変更、専用回線
の分岐、移転、多重アクセスの利用、専用回線変更、回線調整、回線終端装
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第３表　削除
第４表　附帯サービスに関する料金等
　第１　証明手数料
　　　　１契約ごとに　　　　　300┧Å30┧

　第１苣∵ 苣 手数料
　　　　１ ごとに　　　　　×00┧Ö×0┧
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料金表別表６　学校に限定した基本額の割引の適用

１　当社は、専用契約者（学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する小学校、
中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、大学、幼稚園







107

　　　附　則
（実施期日）

第１条　この約款は、平成11年７月１日から実施します。
（契約に関する経過措置）

第２条　この約款実施の際現に、日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ」といいます｡)
が専用サービス契約約款（以下「旧専用約款」といいます｡)の規定により締結してい
る次の表の左欄の契約のうち、当社が提供する専用サービスに相当する部分について
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する専用回線以外のものとみなして取扱います。
（この約款実施前に行った手続き等の効力等）

第16条　この約款実施前に、ＮＴＴに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行
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第１種契約
　タイプ１に係るもの
　タイプ２に係るもの
第２種契約
　タイプ１に係るもの
　　タイプ１－１
　　タイプ１－２
　タイプ２に係るもの

ＤＳＬ等接続専用サービスに係る専用契約

　　利用回線型サービスのタイプ１に係るもの
　　契約者回線型サービスのタイプ１に係るもの

　　利用回線型サービスのタイプ２に係るもの
　　　タイプ２－１
　　　タイプ２－２
　　契約者回線型サービスのタイプ２に係るもの

（他社料金設定回線に係る料金の取扱いに関する経過措置）
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　　ただし、ＤＳＬ等接続専用サービスに関する専用料に関する部分については平成13
年７月16日から実施します。

　（経過措置）
２　削除
３　この改正規定実施缶
‰専用絡宰吏蝉顛 箱
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　　　附　則（平成15年４月14日西企営第３号）
　（実施期日）

１　この改正規定は、平成15年５月１日から実施します。
　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス
の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成15年７月１日西企営第34号）
　（実施期日）
１　この改正規定は、平成15年７月１日から実施します。
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500　 　〃 2,000,000円
(税込価格

2,100,000円)

1,050,000円
(税込価格

1,102,500円)

1,550,000円
(税込価格

1,627,500円)

距
750　 　〃 2,400,000円

(税込価格
2,520,000円)

1,250,000円
(税込価格

1,312,500円)

1,800,000円
(税込価格

1,890,000円)

1,000 　〃 2,800,000円
(税込価格

2,940,000円)

1,400,000円
(税込価格

1,470,000円)

2,100,000円
(税込価格

2,205,000円)

離
1,500 　〃 3,300,000円

(税込価格
3,465,000円)

1,700,000円
(税込価格

1,785,000円)

2,500,000円
(税込価格

2,625,000円)

2,000 　〃 3,800,000円
(税込価格

3,990,000円)

1,950,000円
(税込価格

2,047,500円)

2,850,000円
(税込価格

2,992,500円)

2,500 　〃 4,100,000円
(税込価格

4,305,000円)

2,050,000円
(税込価格

2,152,500円)

3,100,000円
(税込価格

3,255,000円)

3,000 　〃 4,400,000円
(税込価格

4,620,000円)

2,250,000円
(税込価格

2,362,500円)

3,350,000円
(税込価格

3,517,500円)

3,000kmを超えるもの 4,900,000円
(税込価格

5,145,000円)

2,500,000円
(税込価格

2,625,000円)

3,700,000円
(税込価格

3,885,000円)

７　第１類第１の２（料金額【 た † 表【

5,14#00�
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60　　　〃 70,000円
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12　第１類第１の２（料金額） ア⑪の表を次表に改めます。
　基本回線専用料 専用回線１回線ごとに月額

料　　　　　金　　　　　額
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14　第１類第１の２（料金額） アの表を次表に改めます。
　基本回線専用料又は分岐回線専用料 月額

料　　　　　金　　　　　額
料　金　種　別 単　　位

２線式の場合 ４線式の場合 ８線式の場合

①　専用回線の終端
が電話加入区域外
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に改めます。
①　削除

３　同附則別表１（附則第11条に規定する専用回線に関するもの）第１類（専用料）第
１（臨時専用契約以外の契約に関するもの）の２（料金額）の （基本額）のア（分
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ＤＳＬ等接続専用サービスにおける利
用回線型サービスのうちメニュー２に
係るもの

ＤＳＬ等接続専用サービスにおける利
用回線型サービスのうちメニュー２―
１に係るもの
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　施【 引込線１\
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